
２０１３年
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２月２５日

●昭和２８年４月２日以降、昭和３０年４月１日以前生まれの者

　　支給額　 ２９，０００円

　　支給期間  エルダー社員雇用契約期間開始日の属する月から満６１歳に達する日の属する月まで

●昭和３０年４月２日以降、昭和３２年４月１日以前生まれの者

　　支給額    ２９，０００円（満 61 歳に達する日の属する月まで）

　　　　　　 ４１，０００円（満 61 歳に達する日の属する月の翌月から満 62 歳に達する日の属する月まで）

●昭和３２年４月２日以降、昭和３４年４月１日以前生まれの者
　　支給額　 ２９，０００円（満 61 歳に達する日の属する月まで）

　　　　　　 ４１，０００円 （満 61 歳に達する日の属する月の翌月から満 63 歳に達する日の属する月まで）

●昭和３４年４月２日以降、昭和３６年４月１日以前生まれの者
　　支給額　 ２９，０００円（満 61 歳に達する日の属する月まで）

　　　　　　 ４１，０００円（満 61 歳に達する日の属する月の翌月から満 64 歳に達する日の属する月まで）

●昭和３６年４月２日以降生まれの者
　　支給額　 ２９，０００円（満 61 歳に達する日の属する月まで）

　　　　　　 ４１，０００円（満 61 歳に達する日の属する月の翌月から当該雇用契約期間終了日の属する	

			   　    月まで）

　昨年８月２９日に提出した国労東日本申第２３号（２０１３年度以降の年金支給開始年齢の引き上げ

に伴う措置に関する申し入れ）で求めていた、２０１３年４月以降の具体的な対策について、本日の継

続交渉において、新たな制度を新設するとの回答がありました。

主な内容は以下の通りです。（詳細は業務連絡報で報告します。）

≪年金支給開始年齢までの生活設計をより安定したものにすること等を踏まえた措置≫
（１）「エルダー社員調整特別措置」の新設


